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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　（Ａ）結晶性エポキシ樹脂、（Ｂ）酸無水物、（Ｃ）硬化促進剤、（Ｄ）球状クリスト
バライトを含み、
　前記（Ｄ）成分の配合量が、前記（Ａ）成分１００質量部に対して７００～１２００質
量部であるコイル含浸用エポキシ樹脂組成物。
【請求項２】
　前記（Ａ）成分が、ビフェニル型エポキシ樹脂である請求項１に記載のコイル含浸用エ
ポキシ樹脂組成物。
【請求項３】
　前記（Ｄ）成分の数平均粒径が１～３０μｍである請求項１又は２に記載のコイル含浸
用エポキシ樹脂組成物。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれかに記載のコイル含浸用エポキシ樹脂組成物をコイルに注入し含
浸させ、該樹脂組成物を加熱硬化させるコイル製品の製造方法。
【請求項５】
　請求項１～３のいずれかに記載のコイル含浸用エポキシ樹脂組成物の硬化物で絶縁され
てなるイグニッションコイル。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、コイル含浸用エポキシ樹脂組成物、コイル製品の製造方法、及びイグニッシ
ョンコイルに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、含浸注形用エポキシ樹脂組成物は、自動車やテレビの電子部品である高圧ト
ランス、産業用モジュール等の絶縁処理に使用されている。そして、自動車の電子機器用
トランス類のうち、点火コイルはエポキシ樹脂組成物で絶縁処理し製造されている。その
上、この用途の樹脂組成物では、耐クラック性、電気特性、機械特性の他に耐熱性の要求
がますます大きくなっている。近年、小型化による内蔵部品の複雑化等により、絶縁距離
が狭くなりつつあり、含浸注形用エポキシ樹脂組成物には、絶縁信頼性に対する要求が高
まり、長期信頼性のある樹脂組成物が求められている。
【０００３】
　このような含浸注形用エポキシ樹脂組成物において、絶縁信頼性を付与する手法として
は、樹脂組成物中の不純物又は金属異物を低減し、充填材を球状にし、該充填材の高充填
化が行われている（例えば、特許文献１）。また、トリー経路を形成しにくくするために
、有機化処理したクレー粉末を含有させたエポキシ樹脂組成物（例えば、特許文献２）や
、特定範囲の粒径を有するシリカ粒子を所定量含有させたエポキシ樹脂組成物（例えば、
特許文献３）等が提案されている。
　しかしながら、そのような方法でも、耐クラック性、熱伝導性、コイルへの含浸性の向
上、および高温度下の硬化物の電気的特性の低下を防止することはできない。これらの諸
問題を解決すべく、高性能コイルに対応した含浸注形用エポキシ樹脂組成物のための新規
なフィラーが検討されてきた。一般に、結晶シリカは熱伝導率の向上に有効なフィラーで
あるが、その反面、結晶シリカが添加された場合でも、熱膨張率の値を小さくできず、し
かもコイル含浸性が悪くなってしまう。また、溶融シリカはその添加量を増やすと熱膨張
係数を小さくすることはできるが、熱伝導率を大きくすることが難しい。
【０００４】
　前述のシリカと異なる結晶構造を有するクリストバライトは、熱伝導率を下げることな
く熱膨張係数を溶融シリカ同様に保持することができることから、該クリストバライトを
含む半導体封止用エポキシ樹脂組成物が提案されている（例えば、特許文献４，５）。ま
た、我々は、クリストバライトを使用した、コイルへの高い含浸性を有する点火コイル注
形用エポキシ樹脂組成物を開発してきた（例えば、特許文献６）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００５－２３１０号公報
【特許文献２】特開２００６－１６９３１２号公報
【特許文献３】特開２００８－１９５７８２号公報
【特許文献４】特開２００１－１７２４７２号公報
【特許文献５】特開２００８－２１４３８２号公報
【特許文献６】特開２０１５－４４９０６号公報
【０００６】
　しかしながら、そのような手法でも、初期の絶縁破壊電圧を向上することはできても、
通電状態での絶縁破壊電圧の低下を防ぐには不十分である。さらに近年では低燃費化、ダ
ウンサイジング化により、より高エネルギーが発生可能な矩形タイプのイグニッションコ
イルへの移行が目立っている。これに伴い、コイルの発熱抑制のための放熱に対し、硬化
物の熱伝導率や、確実な点火のために印加電圧が高まることから絶縁信頼性はさらに要求
値が高まっている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００７】
　本発明は、このような実情に鑑みてなされたものであり、コイルへの含浸性に優れ、且
つ、熱伝導率及び絶縁破壊電圧が高い硬化物を得ることができるコイル含浸用エポキシ樹
脂組成物、該エポキシ樹脂組成物を含浸、加熱硬化させるコイル製品の製造方法、及び該
エポキシ樹脂組成物の硬化物で絶縁されてなるイグニッションコイルを提供することを目
的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明者らは、上記の課題を解決するべく鋭意検討した結果、後述の組成を有するエポ
キシ樹脂組成物が、上記課題を解決することを見出した。
　本発明は、かかる知見に基づいて完成したものである。
【０００９】
　すなわち、本発明は、以下の[１]～[５]を提供する。
［１］（Ａ）結晶性エポキシ樹脂、（Ｂ）酸無水物、（Ｃ）硬化促進剤、（Ｄ）球状クリ
ストバライトを含むコイル含浸用エポキシ樹脂組成物。
［２］前記（Ａ）成分が、ビフェニル型エポキシ樹脂である上記［１］に記載のコイル含
浸用エポキシ樹脂組成物。
［３］前記（Ｄ）成分の数平均粒径が１～３０μｍであり、前記（Ｄ）成分の配合量が、
前記（Ａ）成分１００質量部に対して５００～１８００質量部である上記［１］又は［２
］に記載のコイル含浸用エポキシ樹脂組成物。
［４］上記［１］～［３］のいずれかに記載のコイル含浸用エポキシ樹脂組成物をコイル
に注入し含浸させ、該樹脂組成物を加熱硬化させるコイル製品の製造方法。
［５］上記［１］～［３］のいずれかに記載のコイル含浸用エポキシ樹脂組成物の硬化物
で絶縁されてなるイグニッションコイル。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、コイルへの含浸性に優れ、且つ、熱伝導率及び絶縁破壊電圧が高い硬
化物を得ることができるコイル含浸用エポキシ樹脂組成物、該エポキシ樹脂組成物を含浸
、加熱硬化させるコイル製品の製造方法、及び該エポキシ樹脂組成物の硬化物で絶縁され
てなるイグニッションコイルを提供することができる。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、本発明を詳細に説明する。
＜コイル含浸用エポキシ樹脂組成物＞
　まず、本発明のコイル含浸用エポキシ樹脂組成物（以下、単に「樹脂組成物」ともいう
）について述べる。
〔（Ａ）結晶性エポキシ樹脂〕
　本発明で用いる（Ａ）成分の結晶性エポキシ樹脂は、フェニル、ビフェニル、ビフェノ
ール、ナフタレン等の平面構造を有する分子を主鎖に有し、比較的低分子量であるために
、結晶性を示すものである。結晶性エポキシ樹脂は、結晶性が高いため常温では固体であ
るが、一旦溶融すると極めて低粘度の液体になる特性を有している。
【００１２】
　（Ａ）成分の結晶性エポキシ樹脂としては、１分子中に２個以上のエポキシ基を有すれ
ば特に制限されず、例えば、ビフェニル型エポキシ樹脂、ビフェニルノボラック型エポキ
シ樹脂、ナフタレン型エポキシ樹脂、アントラセン型エポキシ樹脂等が挙げられる。中で
も、ビフェニル型エポキシ樹脂が好ましく用いられる。
【００１３】
　上記結晶性エポキシ樹脂は、例えば、ＹＸ４０００（三菱化学（株）製、商品名）、Ｙ
Ｌ６１２１Ｈ（三菱化学（株）製、商品名）、ＮＣ－３０００（日本化薬（株）製、商品
名）、ＨＰ－４０３２Ｄ（ＤＩＣ（株）製、商品名）等が市販品として入手することがで
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きる。
　また、（Ａ）成分の結晶性エポキシ樹脂の他に、必要に応じて作業性改良の為、液状の
エポキシ樹脂等を併用成分として使用することができる。
【００１４】
　コイル含浸用エポキシ樹脂組成物中の（Ａ）成分の配合量は、該樹脂組成物の硬化物の
絶縁破壊電圧を高める観点から、好ましくは４～１５質量％、より好ましくは５～１０質
量％である。
　なお、（Ａ）成分以外のエポキシ樹脂を併用する場合、その合計量が上記範囲内となる
ことが好ましい。
【００１５】
〔（Ｂ）酸無水物〕
　本発明で用いる（Ｂ）成分の酸無水物としては、通常、エポキシ樹脂の硬化剤として用
いられる分子中に酸無水物基を有するものであれば特に制限なく用いることができ、例え
ば、メチルヘキサヒドロ無水フタル酸（ＭＥ－ＨＨＰＡ）、メチルテトラヒドロ無水フタ
ル酸（ＭＥ－ＴＨＰＡ）、テトラヒドロ無水フタル酸（ＴＨＰＡ）等の脂環式酸無水物、
無水フタル酸等の芳香族酸無水物、脂肪族二塩基酸無水物（ＰＡＰＡ）等の脂肪族酸無水
物等が挙げられる。中でも、脂環式酸無水物を好ましく用いることができる。
【００１６】
　樹脂組成物中の（Ｂ）成分の配合量は、好ましくは５～４０質量％、より好ましくは６
～３０質量％、更に好ましくは６～２０質量％である。配合量を５質量％以上とすること
で、樹脂の硬化が十分にすすみ、４０質量％以下とすることで、耐熱性の低下を抑制する
ことができる。
【００１７】
　また、（Ｂ）成分の酸無水物の配合量は、前記（Ａ）成分の結晶性エポキシ樹脂が有す
るエポキシ基数（ａ）と（Ｂ）成分の酸無水物が有する酸無水物基数（ｂ）との比［（ａ
）／（ｂ）］が、好ましくは０．５～１．５、より好ましくは０．８～１．２である。［
（ａ）／（ｂ）］を０．５以上とすることで硬化物の耐湿信頼性が向上し、１．５以下と
することで硬化物の強度低下を防ぐことができる。
【００１８】
〔（Ｃ）硬化促進剤〕
　本発明で用いる（Ｃ）成分の硬化促進剤は、（Ａ）成分の結晶性エポキシ樹脂同士、又
は（Ａ）成分の結晶性エポキシ樹脂と（Ｂ）成分の酸無水物との反応を促進する作用を有
するものであれば特に制限されるものではなく、硬化促進剤として一般に用いられている
ものを用いることができる。例えば、ベンジルジメチルアミン〔例えば、カオーライザー
Ｎｏ．２０（花王（株）製、商品名）〕、２，４，６－トリス（ジメチルアミノメチル）
フェノール、２－エチル－４－メチルイミダゾール（２Ｅ４ＭＺ）、４級アンモニム塩〔
例えば、Ｍ２－１００（日本油脂（株）製、商品名）〕等が挙げられる。中でも、硬化性
の観点からベンジルジメチルアミン又は４級アンモニム塩を使用することが好ましい。
　これらは単独又は２種類以上を混合して使用することができる。
【００１９】
　（Ｃ）成分の硬化促進剤の配合量は、前記（Ｂ）成分の酸無水物１００質量部に対して
、好ましくは０．３～５質量部、より好ましくは０．３～３質量部、更に好ましくは０．
５～１質量部である。配合量を０．３質量部以上とすることで、硬化時間が長くなるのを
抑え、硬化特性を十分に向上させることができ、５質量部以下とすることで、反応速度が
速くなり過ぎず、ポットライフを長くすることができる。
【００２０】
〔（Ｄ）球状クリストバライト〕
　本発明で用いる（Ｄ）成分の球状クリストバライトは、エポキシ樹脂組成物の硬化物の
熱伝導率を高める効果を有する。（Ｄ）成分の球状クリストバライトは、球状溶融シリカ
をクリストバライト化することで得ることができる。例えば、球状溶融シリカを１２００
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～１６００℃の高温で５～２４時間加熱し、結晶を確実に成長させた後、２０～５０時間
かけてゆっくりと室温まで冷却することでクリストバライト化させることができる。
【００２１】
　（Ｄ）成分の球状クリストバライトは、数平均粒径１～３０μｍを有するものが好まし
く、５～３０μｍを有するものがより好ましい。数平均粒径を１μｍ以上とすることでコ
イルへの含浸性を向上させることができ、３０μｍ以下とすることで作業性を高めること
ができる。
　なお、数平均粒子径は、レーザー回折式粒度分布計にて求めることができる。
【００２２】
　（Ｄ）成分の球状クリストバライトの配合量は、前記（Ａ）成分の結晶性エポキシ樹脂
１００質量部に対して、好ましくは５００～１８００質量部、より好ましくは６００～１
５００質量部、さらに好ましくは７００～１２００質量部である。５００質量部以上とす
ることで樹脂組成物の硬化物の熱伝導率、及び絶縁破壊電圧を高めることができ、１８０
０質量部以下とすることで樹脂組成物への分散性を高めることができる。
【００２３】
　（Ｄ）成分の球状クリストバライトは、例えば、Ｃ４０－Ｃ１（（株）アドマテックス
製、商品名；数平均粒径３０μｍ）、ＴＳ１５－１０３－２０（新日鉄住金マテリアルズ
（株）製、商品名；数平均粒径１０μｍ）等を市販品として入手することができる。
　また、含浸性を損なわない範囲において、破砕のクリストバライトや溶融シリカ、結晶
シリカなどのフィラーも併用成分として使用することができる。これらは単独又は２種以
上混合して使用することができる。
【００２４】
　本発明のコイル含浸用エポキシ樹脂組成物には、カップリング剤を配合してもよい。カ
ップリング剤としては、シランカップリング剤、チタン系カップリング剤、アルミニウム
系カップリング剤等を用いることができ、耐湿性等の特性向上に優れていることから、シ
ランカップリング剤を用いることが好ましく、特に、エポキシシランカップリング剤を用
いることが好ましい。
　エポキシシランカップリング剤の具体例としては、例えば、γ－グリシドキシプロピル
メチルトリエトキシシラン（（株）ＮＵＣ製、商品名：Ａ－１８７１）、γ－グリシドキ
シプロピルメチルトリメトキシシラン（（株）ＮＵＣ製、商品名：Ａ－１８７）、γ－グ
リシドキシプロピルメチルジメトキシシラン、β－（３，４－エポキシシクロヘキシル）
エチルトリメトキシシラン（（株）ＮＵＣ製、商品名：Ａ－１８６）等が挙げられ、これ
らは単独でも２種類以上を併用してもよい。
【００２５】
　カップリング剤を使用する場合の配合量は、樹脂組成物中に好ましくは０．０１～０．
３質量％、より好ましくは０．０１～０．１質量％である。上記範囲内であれば、前記（
Ｄ）成分の球状クリストバライトの表面改質を十分に行うことができる。
　また、予め表面処理を施した球状クリストバライトを用いてもよい。
【００２６】
　本発明のコイル含浸用エポキシ樹脂組成物には、以上の各成分の他に、本発明の効果を
阻害しない範囲で、この種の組成物に一般に配合される、アルミナ、マグネシア、窒化硼
素、窒化アルミニウム、窒化ケイ素、タルク、炭酸カルシウム、チタンホワイト、クレー
、ベンガラ、ガラス繊維、炭素繊維等の無機充填剤、チクソ性付与材、消泡剤、着色剤、
水酸化アルミニウム、水酸化マグネシウム、三酸化アンチモン、有機リン系等の難燃剤、
及びその他添加剤等を必要に応じて配合することができる。
【００２７】
　本発明のコイル含浸用エポキシ樹脂組成物中に含まれる上記（Ａ）成分～（Ｄ）成分の
合計含有量は、好ましくは８０～１００質量％、より好ましくは８５～１００質量％、更
に好ましくは９０～１００質量％である。
【００２８】
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　本発明のコイル含浸用エポキシ樹脂組成物は、常法により上述した各成分、すなわち、
（Ａ）結晶性エポキシ樹脂、（Ｂ）酸無水物、（Ｃ）硬化促進剤、（Ｄ）球状クリストバ
ライト及びその他の成分を加えて、十分に混合、撹拌して製造することができる。このと
き、好ましくは、（Ａ）結晶性エポキシ樹脂、（Ｄ）球状クリストバライトの必須成分と
、その他必要に応じて配合される成分とを混合した主剤成分と、（Ｂ）酸無水物、（Ｃ）
硬化促進剤の必須成分と、その他必要に応じて配合される成分とを混合した硬化剤成分と
を、それぞれ調整した２液性のエポキシ樹脂組成物とし、使用時に、主剤成分と硬化剤成
分とを均一に混合することにより製造することができる。なお、硬化剤成分に（Ｄ）成分
を配合してもよく、その場合には、主剤成分と硬化剤成分とを混合した後において、上記
で説明した（Ｄ）成分の配合量となるようにすればよい。
　こうして得られたコイル含浸用エポキシ樹脂組成物は、自動車用点火コイルに含浸用と
して使用することができる。
【００２９】
　また、上記のようにして得られた本発明のコイル含浸用エポキシ樹脂組成物は、電気機
器部品、例えば、コイル、ＩＣチップ等の封止、被覆、絶縁等に適用すれば優れた特性と
信頼性を付与することができる。中でも絶縁信頼性の要求されるモールドコイル、特にイ
グニッションコイルを注形含浸するのに好ましく使用することができる。
【００３０】
　本発明のコイル含浸用樹脂組成物のコイル含浸性は、好ましくは８０％以上、より好ま
しくは９０％以上とすることができる。また、上記樹脂組成物の粘度は、Ｂ型粘度計を用
いて測定することができ、１１０℃、回転速度３０ｒｐｍの条件で測定した値は、好まし
くは５．０～８．０Ｐａ・ｓであり、より好ましくは５．５～７．５Ｐａ・ｓである。さ
らに、上記樹脂組成物を硬化してなる硬化物のＪＩＳ　Ｒ　２６１６（２００１）に準拠
する方法により測定した熱伝導率は、好ましくは１．５Ｗ／ｍ・Ｋ以上、より好ましくは
１．６Ｗ／ｍ・Ｋ以上とすることができる。また、上記樹脂組成物を硬化してなる硬化物
のＪＩＳ　Ｃ　２１０５（２００６）に準拠する方法により測定した絶縁破壊電圧は、好
ましくは３０ｋＶ／ｍｍ以上、より好ましくは３１ｋＶ／ｍｍ以上とすることができる。
【００３１】
＜コイル製品の製造方法＞
　本発明のコイル製品の製造方法は、上述したコイル含浸用エポキシ樹脂組成物をコイル
に注入し含浸させ、該樹脂組成物を加熱硬化させることを特徴とする。該樹脂組成物を加
熱硬化させる条件は特に限定されないが、例えば、加熱温度を好ましくは１００～３００
℃、より好ましくは１００～２００℃で、加熱時間を好ましくは０．５～８時間、より好
ましくは１～５時間とすることができる。
【００３２】
＜イグニッションコイル＞
　本発明のイグニッションコイルは、上述したコイル含浸用エポキシ樹脂組成物の硬化物
で絶縁されてなるものである。このようなイグニッションコイルとしては、直径２．０ｃ
ｍ以下のプラスチックケース中に配置された、直径５０μｍ以下の被覆銅線を鉄心に巻い
たコイルをコイル含浸用エポキシ樹脂組成物によって含浸、硬化させてなるペンタイプの
イグニッションコイル、及び約４．０ｃｍ角のプラスチックケース中に配置された、直径
３０μｍ以下の被覆銅線を鉄心に巻いたコイルをコイル含浸用エポキシ樹脂組成物によっ
て含浸、硬化させてなる矩形タイプのイグニッションコイルが挙げられる。このイグニッ
ションコイルにおける樹脂組成物の樹脂占有体積割合は３０％以下であることが好ましい
。
【００３３】
　イグニッションコイルとしては、磁気コア、１次コイル及び２次コイルを備えたコイル
本体に、本発明のコイル含浸用エポキシ樹脂組成物により注形、含浸させて得られるコイ
ル製品を用いることが、該コイル含浸用エポキシ樹脂組成物の特性を生かすことができ、
コイル特性も優れたものとなる点から好ましい。
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　なお、上記コイル製品は、コイル等の電気・電子部品に対し、例えば、該コイル含浸用
エポキシ樹脂組成物を２液性のエポキシ樹脂における常法に従い注形し、硬化させること
により製造することもできる。
【実施例】
【００３４】
　次に実施例により、本発明を具体的に説明するが、本発明は、これらの例によってなん
ら限定されるものではない。
【００３５】
　表１の主剤の欄に記載の種類及び配合量の各成分を１３０℃に加熱した万能混合機に投
入し、１時間、真空下で混合することにより主剤を調製した。
　次に、表１の硬化剤の欄に記載の種類及び配合量の各成分を６０℃に加熱した万能混合
機に投入し、１時間、真空下で混合することにより硬化剤を調製した。
　上記主剤１００質量部に対して、上記硬化剤２２質量部を、万能混合機を用いて混合し
てコイル含浸用エポキシ樹脂組成物を調製した。
【００３６】
　コイル含浸用エポキシ樹脂組成物の調製に使用した表１に記載の各成分の詳細は以下の
とおりである。
【００３７】
（主剤）
＜エポキシ樹脂＞
〔（Ａ）成分〕
・ＹＸ４０００：結晶性エポキシ樹脂、三菱化学（株）製、商品名
・ＨＰ－４０３２Ｄ：結晶性エポキシ樹脂、ＤＩＣ（株）製、商品名
〔（Ａ）成分以外のエポキシ樹脂〕
・エポミック（登録商標）Ｒ１４０Ｐ：ビスフェノールＡ型エポキシ樹脂、三井化学（株
）製、商品名
・セロキサイド２０２１Ｐ：脂環式エポキシ樹脂、（株）ダイセル製、商品名
＜フィラー＞
〔（Ｄ）成分〕
・Ｃ４０－Ｃ１：球状クリストバライト、（株）アドマテックス製、商品名、数平均粒径
３０μｍ
・ＴＳ１５－１０３－２０：球状クリストバライト、新日鉄住金マテリアルズ（株）製、
商品名、数平均粒径１０μｍ
〔（Ｄ）成分以外のフィラー〕
・ＣＲ－３０：破砕クリストバライト、瀬戸窯業原料（株）製、商品名、平均粒径３０μ
ｍ
・ＦＢ－２０Ｄ：溶融球状シリカ、デンカ（株）製、商品名、平均粒径２３μｍ
＜その他の成分＞
・ＴＳＡ７２０：消泡剤、モメンティブ・パフォーマンス・マテリアルズ（株）製、商品
名
・Ａ－１８７：エポキシシランカップリング剤、（株）ＮＵＣ製、商品名
・ＥＣＢ６０２：着色剤、アデカ工業（株）製、製品名
・ＢＹＫ４１０：チクソ性付与剤、ビックケミー・ジャパン（株）製、製品名
【００３８】
（硬化剤）
＜酸無水物（液状酸無水物）＞
〔（Ｂ）成分〕
・ＷＷ：メチルヘキサヒドロ無水フタル酸、ポリント製、商品名
＜硬化促進剤＞
〔（Ｃ）成分〕
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・カオーライザーＮｏ．２０：ベンジルジメチルアミン（ＢＤＭＡ）、花王（株）製、商
品名
＜フィラー＞
〔（Ｄ）成分〕
・Ｃ４０－Ｃ１：球状クリストバライト、（株）アドマテックス製、商品名、数平均粒径
３０μｍ
〔（Ｄ）成分以外のフィラー〕
・ＣＲ－３０：破砕クリストバライト、瀬戸窯業原料（株）製、商品名、平均粒径３０μ
ｍ
・ＦＢ－２０Ｄ：溶融球状シリカ、デンカ（株）製、商品名、平均粒径２３μｍ
＜その他の成分＞
・ＴＳＡ７２０：消泡剤、モメンティブ・パフォーマンス・マテリアルズ（株）製、商品
名
【００３９】
　以下に示す測定条件により、実施例１～６、及び比較例１～５で調製したコイル含浸用
エポキシ樹脂組成物特性、並びに硬化物特性の測定、及び評価を行った。なお、評価結果
を表１に示した。
【００４０】
＜評価項目＞
（１）コイル含浸性
　テストコイル（巻き線径４０μｍ、巻き数２２０００）にコイル含浸用エポキシ樹脂組
成物を真空注入し、１００℃で３時間、その後１５０℃で３時間、加熱硬化させた。この
加熱硬化処理後のテストコイルを切断し、含浸状態を観察し、テストコイルへの該樹脂組
成物の含浸率を下記の式より算出した。なお、含浸率８０％以上を合格とした。
　　含浸率（％）＝［（含浸部位面積）／（全巻き線面積）］×１００
【００４１】
（２）粘度
　コイル含浸用エポキシ樹脂組成物の粘度を、ＪＩＳ　Ｚ　８８０３（２０１１）に準拠
し、Ｂ型粘度計を用いて、１１０℃、回転速度３０ｒｐｍの条件で測定した。
【００４２】
（３）熱伝導率
　コイル含浸用エポキシ樹脂組成物を１００℃で３時間、その後１５０℃で３時間、加熱
硬化させて、サンプル片（縦１５０ｍｍ、横１００ｍｍ、高さ１５ｍｍ）を作製し、京都
電子工業（株）製の熱伝導計を用いて、該サンプル片の熱伝導率をＪＩＳ　Ｒ　２６１６
（２００１）に準拠し、温度２５℃において測定した。なお、１．５Ｗ／ｍ・Ｋ以上を合
格とした。
【００４３】
（４）絶縁破壊電圧
　コイル含浸用エポキシ樹脂組成物を１００℃で３時間、その後１５０℃で３時間、加熱
硬化させて、サンプル片（縦１００ｍｍ、横１００ｍｍ、高さ１ｍｍ）を作製し、東京精
電(株)製の絶縁破壊試験機を用いて、該サンプル片の絶縁破壊電圧をＪＩＳ　Ｃ　２１０
５（２００６）に準拠し、温度２５℃において測定した。なお、３０ｋＶ／ｍｍ以上を合
格とした。
【００４４】



(9) JP 6804992 B2 2020.12.23

10

20

30

40

50

【表１】

【００４５】
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　これらの結果から、本発明のコイル含浸用エポキシ樹脂組成物は、作業性がよく、含浸
性が良好な樹脂組成物であり、その硬化物は熱伝導率及び絶縁破壊電圧が高く、信頼性に
優れるため、この樹脂組成物を用いて得られるイグニッションコイルは装置の信頼性が高
いものである。
【産業上の利用可能性】
【００４６】
　本発明のコイル含浸用エポキシ樹脂組成物は、電気機器部品、例えば、コイル、ＩＣチ
ップ等の封止、被覆、絶縁材料として極めて有用である。
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